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律
第
2
4
9
号
）
第
2
9
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
3
0
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
今
立
郡
池
田
町
柿
ケ
原
2
字
大
谷
口
1
の
2
、

1
の
3
、
1
6
字
口
大
谷
1
、
2
、
3
の
1
、
3

の
2
、
1
7
字
仲
大
谷
1
、
2
の
1
、
2
の
2
、

3
の
1
、
4
、
1
8
字
奥
大
谷
1
、
2
、
1
9
字

小
林
1
か
ら
5
ま
で
、
持
越
8
字
大
谷
口
3
の
1

、
5
の
2
、
6
の
2
、
7
か
ら
1
1
ま
で
、
4
3

字
柳
清
水
4
の
1
か
ら
4
の
3
ま
で
、
5
、
6
、

7
の
1
、
7
の
2
、
8
、
4
4
字
下
松
尾
1
、
2

、
3
の
1
、
3
の
2
、
4
、
5
、
4
5
字
上
松
尾

谷
1
の
1
、
2
の
1
、
3
、
4
6
字
小
林
1
、
2

の
1
か
ら
2
の
4
ま
で
、
3
、
4
の
1
か
ら
4
の

3
ま
で
、
4
の
5
、
4
の
6
、
5
、
6
、
8
の
1

、
4
7
字
大
谷
1
、
2
の
1
、
3
、
4
の
1
、
5

か
ら
7
ま
で

2
　
指
定
の
目
的

　
　
水
源
の
か
ん
養

3
　
指
定
施
業
要
件

　
⑴
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐

に
よ
る
。

　
持
越
4
7
字
大
谷
1
・
7
（
以
上
2
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

イ
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係

る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

ウ
　
主
伐
に
係
る
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

エ
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

福
井
県
告
示
第
2
9
5
号

　
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
3
9
年
厚
生

省
令
第
8
号
）
第
1
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
防
法
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
8
6
号
）
第
2
条

第
9
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
を
認
定
し
た

の
で
、
同
令
第
2
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
区
分
  救
急
病
院

2
　
名
称
  福
井
総
合
病
院

3
　
所
在
地
　
福
井
市
江
上
町
第
5
8
号
1
6
番
地

　
　
　
　
　
1

4
　
認
定
年
月
日
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

5
　
認
定
の
有
効
期
限
　
平
成
2
4
年
4
月
3
0
日

福
井
県
告
示
第
2
9
6
号

　
福
井
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
3
9
年
福
井
県
規

則
第
6
1
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
8
条

第
2
項
お
よ
び
規
則
第
2
1
条
第
3
項
に
お
い
て
準

用
す
る
規
則
第
8
条
第
2
項
の
規
程
に
基
づ
き
、
漁

業
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
2
6
7
号
）
第
6
6
条

第
1
項
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
う
ち
、
え
び

こ
ぎ
網
漁
業
に
係
る
漁
業
の
許
可
お
よ
び
起
業
の
認

可
の
申
請
期
間
を
定
め
た
の
で
、
規
則
第
8
条
第
3

項
お
よ
び
規
則
第
2
1
条
第
3
項
に
お
い
て
準
用
す

る
規
則
第
8
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠
　
　
　

　
平
成
2
1
年
5
月
1
日
か
ら
同
月
1
5
日
ま
で

福
井
県
告
示
第
2
9
7
号

　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
2
6
年
法

南
農
林
総
合
事
務
所
） …
…
…
…
…
…
…
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
三
件
・
同

　

） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の

縦
覧
（
二
件
・
都
市
計
画
課
） …
…
…
…
…
六

公
安
委
員
会
告
示

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施
（

　

五
三
・
生
活
安
全
企
画
課
） …
…
…
…
…
…
七

労
働
委
員
会
公
告

○
福
井
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者

の
氏
名
等
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

―
―　

目　
　

次　

―
―

告　

示

○
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
の
認
定
（
二

　

九
五
・
福
井
保
健
所
） …
…
…
…
…
…
…
…
一

○
え
び
こ
ぎ
網
漁
業
に
係
る
漁
業
の
許
可
お

よ
び
起
業
の
認
可
の
申
請
期
間
（
二
九
六

　

・
水
産
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
九
七
・
森
づ

く
り
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
二
九

　

八
・
福
井
農
林
総
合
事
務
所
） …
…
…
…
…
二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
二
九

　

九
、
三
〇
〇
・
坂
井
農
林
総
合
事
務
所
） …
二

公　

告

○
平
成
二
十
一
年
度
狩
猟
免
許
試
験
な
ら
び

に
狩
猟
免
許
試
験
更
新
の
適
性
検
査
お
よ

び
講
習
会
の
実
施
（
自
然
環
境
課
） …
…
…
二

○
休
眠
組
合
に
対
す
る
解
散
命
令
に
つ
い
て

の
意
見
書
の
提
出
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業

振
興
課
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
（
同
） …
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
福
井
農
林

総
合
事
務
所
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
同
） …
…
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
坂
井
農
林

総
合
事
務
所
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
（
二
件
・
同

　

） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
（
三
件
・
丹

告　
　
　
　
　

示
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鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
1
4
年
法
律
第
8
8
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
4
1
条
の
狩
猟
免
許
試
験
（
以
下
「
狩
猟

免
許
試
験
」
と
い
う
。
）
な
ら
び
に
鳥
獣
の
保
護
及

び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

1
4
年
環
境
省
令
第
2
8
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。）
第
5
9
条
第
1
項
の
適
性
検
査
お
よ
び
規
則

第
6
1
条
第
1
項
の
講
習
（
以
下
「
適
性
検
査
等
」

と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
5
1
条
第

2
項
（
規
則
第
5
9
条
第
2
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日
　

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠
　
　

1
　
狩
猟
免
許
試
験
お
よ
び
適
性
検
査
等
（
以
下
「

試
験
等
」
と
い
う
。
）
の
期
日
、
時
間
、
場
所
お

よ
び
申
請
期
間

　
⑴
　
狩
猟
免
許
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
試
験
は
、
下
記
の
と
お
り
県
内
2
ヵ
所
の
会

場
で
開
催
す
る
。
第
1
回
の
試
験
に
不
合
格
に

な
っ
た
者
に
は
、
申
請
期
間
内
に
再
度
申
請
す

る
こ
と
で
、
第
2
回
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
⑵
　
適
性
検
査
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
講
習
会
は
、
下
記
の
と
お
り
県
内
4
ヵ
所
の

会
場
で
開
催
す
る
。
ま
た
、
下
記
の
日
程
の
講

習
会
を
受
講
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
由
が

　
⑵
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

　
　
・
期
間
お
よ
び
樹
種

　
　
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
「
次
の
図
」
お
よ
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

略
し
、
そ
の
図
面
お
よ
び
関
係
書
類
を
福
井
県
庁
お

よ
び
池
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

）福
井
県
告
示
第
2
9
8
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）

第
3
0
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
2
1
年

4
月
2
1
日
付
け
で
岡
保
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
公

告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

福
井
県
告
示
第
2
9
9
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）

第
3
0
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
2
1
年

4
月
2
0
日
付
け
で
井
場
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
公

告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

福
井
県
告
示
第
3
0
0
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）

第
3
0
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
2
1
年

4
月
2
0
日
付
け
で
三
国
池
上
土
地
改
良
区
の
定
款

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
3
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

公　
　
　
　
　

告
期
日

時
間

場
所

申
請
期
間

第
1
回

平
成
21年

8月
2日
（
日
）
午
前
9時
30分

か
ら

午
後
5時
30分

ま
で
三
方
上
中
郡
若
狭
町
鳥
浜
122－

27－
1

三
方
青
年
の
家

平
成
21年

6月
19日

（
金
）
か
ら

平
成
21年

7月
17日

（
金
）
ま
で

第
2
回

平
成
21年

9月
6日
（
日
）
午
前
9時
30分

か
ら

午
後
5時
30分

ま
で

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
4－
1－
1

福
井
県
立
大
学
福
井
キ
ャ
ン
パ
ス

共
通
講
義
棟
　
1階

平
成
21年

6月
19日

（
金
）
か
ら

平
成
21年

8月
19日

（
水
）
ま
で
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イ
　
講
習
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
令
、
鳥
獣
の
判
別
な
ら
び
に
猟

具
の
取
扱
い
、
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す
る

知
識
）

3
　
狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
資
格
　

　
　
狩
猟
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は

　
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
と
す
る
。

⑴
　
狩
猟
免
許
試
験
の
日
に
お
い
て
2
0
歳
に
満

た
な
い
者

⑵
　
精
神
障
害
ま
た
は
発
作
に
よ
る
意
識
障
害
を

も
た
ら
し
、
そ
の
他
の
狩
猟
を
適
正
に
行
う
こ

と
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
病
気
と
し

て
環
境
省
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
か
か

っ
て
い
る
者

⑶
　
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
ま
た
は
覚
せ
い
剤
の

中
毒
者
　

⑷
　
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別
し
、
ま
た
は
そ

の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
な
く
、
ま

た
は
著
し
く
低
い
者
（
前
3
号
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。
）

⑸
　
法
ま
た
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反

し
て
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
ま
た
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が

な
く
な
っ
た
日
か
ら
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い

者
⑹
　
狩
猟
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
　
　

⑺
　
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
受
験
し
、
ま
た
は
受

験
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
期
間
を
定
め
て
受
験

を
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
　

4
　
受
験
等
の
手
続

　
試
験
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請

者
」
と
い
う
。
）
は
、
狩
猟
免
許
申
請
書
ま
た
は

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し

て
、
申
請
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
各
農
林
総
合

事
務
所
　
林
業
・
木
材
活
用
課
（
越
前
町
に
お
住

あ
る
者
に
つ
い
て
、
狩
猟
免
許
試
験
実
施
日
に

講
習
会
を
開
催
す
る
。
狩
猟
免
許
試
験
日
の
講

習
会
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
を
証
明
す
る
書

類
を
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
添
付
し
て
提
出

し
、
審
査
の
上
、
承
認
さ
れ
た
者
に
限
り
、
受

講
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 2
　
試
験
等
の
内
容

　
⑴
　
狩
猟
免
許
試
験
　

ア
　
適
性
試
験
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能

力
）

イ
　
知
識
試
験
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
な
ら
び
に
鳥
獣

に
関
す
る
知
識
、
鳥
獣
の
保
護
管
理
に
関
す

る
知
識
）

ウ
　
技
能
試
験
（
猟
具
の
取
扱
い
お
よ
び
鳥
獣

の
判
別
、
距
離
の
目
測
（
第
一
種
銃
猟
免
許

ま
た
は
第
二
種
銃
猟
免
許
受
験
者
に
限
る
。

）
）

　
⑵
　
適
性
検
査
等
　

ア
　
適
性
検
査
（
視
力
、
聴
力
お
よ
び
運
動
能

力
） 期
日

時
間

場
所

申
請
期
間

平
成
21年

7月
7日
（
火
）

午
前
9時
00分

か
ら

午
後
0時
30分

ま
で

三
方
上
中
郡
若
狭
町
中
央
1－
2

三
方
公
民
館
　
2階

平
成
21年

5月
18日

（
月
）
か
ら

平
成
21年

6月
17日

（
水
）
ま
で

午
後
1時
30分

か
ら

午
後
5時
00分

ま
で

平
成
21年

7月
9日
（
木
）

午
後
1時
30分

か
ら

午
後
5時
00分

ま
で

大
野
市
天
神
町
1－
19

多
田
記
念
大
野
有
終
会
館

平
成
21年

7月
14日

（
火
）

午
前
9時
00分

か
ら

午
後
0時
30分

ま
で

鯖
江
市
横
越
町
18－

41－
1

福
井
県
農
業
共
済
会
館
　
事
務
所
棟
2階

午
後
1時
30分

か
ら

午
後
5時
00分

ま
で

平
成
21年

7月
16日

（
木
）

午
前
9時
00分

か
ら

午
後
0時
30分

ま
で

福
井
市
川
合
鷲
塚
町
61字

北
稲
田
10

福
井
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

研
修
棟
2階

午
後
1時
30分

か
ら

午
後
5時
00分

ま
で
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5
　
試
験
等
の
手
数
料
の
納
入
　

　
次
に
掲
げ
る
手
数
料
に
相
当
す
る
福
井
県
収
入

証
紙
を
申
請
書
の
所
定
欄
に
は
り
付
け
る
こ
と
。

　
⑴
　
狩
猟
免
許
試
験
の
手
数
料

ア
　
新
た
に
狩
猟
免
許
を
取
得
し
よ
う
と
す
る

者
　
5
,
2
0
0
円
　

イ
　
既
に
取
得
し
て
い
る
狩
猟
免
許
と
異
な
る

種
類
の
狩
猟
免
許
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

3
,
9
0
0
円

　
⑵
　
適
性
検
査
等
の
手
数
料
　
2
,8
0
0
円

6
　
合
格
者
　

　
狩
猟
免
許
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
試
験
終
了
後

7
日
以
内
に
受
験
者
に
郵
送
で
合
否
を
通
知
し
、

合
格
者
に
は
9
月
中
旬
に
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
を

通
じ
て
狩
猟
免
状
を
交
付
す
る
。

7
　
そ
の
他
　

　
狩
猟
免
許
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
格
発

表
の
日
か
ら
1
箇
月
間
、
県
庁
安
全
環
境
部
自
然

環
境
課
内
に
お
い
て
福
井
県
個
人
情
報
保
護
条
例

第
2
4
条
の
規
定
に
よ
る
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
開
示
す
る
内
容
は
、
知

識
試
験
、
技
能
試
験
の
得
点
お
よ
び
適
性
試
験
の

合
否
と
す
る
。

　
受
験
等
の
手
続
そ
の
他
試
験
等
に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
は
、
安
全
環
境
部
自
然
環
境
課
（
電
話
0

7
7
6
－
2
0
－
0
3
0
6
）
ま
た
は
次
の
表
に

掲
げ
る
鳥
獣
関
係
行
政
機
関
あ
て
に
行
う
こ
と
。

ま
い
の
方
は
、
丹
生
分
庁
舎
　
丹
生
林
業
・
木
材

活
用
課
）
、
嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部
　
林
業
・

木
材
活
用
課
ま
た
は
嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部

林
業
水
産
課
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
鳥
獣
関
係
行
政

機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
。
　

　
な
お
、
申
請
書
の
用
紙
は
、
鳥
獣
関
係
行
政
機

関
お
よ
び
県
猟
友
会
で
配
布
す
る
。

　
⑴
　
写
真
　
1
枚
　

（
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
お
よ
び
無
背
景
の

本
人
像
を
申
請
日
前
6
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た

も
の
で
、
大
き
さ
は
縦
3
.
0
c
m
、
横
2
.

4
c
m
と
す
る
。

　
な
お
、
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮
影
年
月
日
を

記
入
す
る
こ
と
。
）　

⑵
　
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証
の
写
し
　
1
通

（
申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭

和
3
3
年
法
律
第
6
号
）
第
4
条
第
1
項
第
1

号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
現
に
受
け
て
い
る
場

合
。
）

⑶
　
医
師
の
診
断
書
　
1
通
　

（
申
請
者
が
精
神
障
害
ま
た
は
発
作
に
よ
る
意

識
障
害
を
も
た
ら
し
、
そ
の
他
の
狩
猟
を
適
正

に
行
う
こ
と
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る

と
し
て
規
則
第
4
7
条
各
号
で
定
め
ら
れ
て
い

る
病
気
に
か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、
麻
薬
、
大

麻
、
あ
へ
ん
も
し
く
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で

な
い
こ
と
お
よ
び
自
己
の
行
為
の
是
非
を
判
別

し
、
ま
た
は
そ
の
判
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能

力
が
な
く
、
ま
た
は
著
し
く
低
い
者
で
な
い
こ

と
を
証
す
る
も
の
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
申
請
者
が
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許

可
証
の
写
し
を
提
出
し
た
人
は
、
医
師
の
診
断

書
を
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）　

⑷
　
返
信
用
封
筒
　
1
通

（
8
0
円
分
の
郵
便
切
手
を
は
り
、
あ
て
先
と

し
て
申
請
者
本
人
の
郵
便
番
号
、
住
所
お
よ
び

氏
名
を
記
入
し
た
も
の
。
）　

名
称

住
所
地

郵
便
番
号

連
絡
先

福
井
県
安
全
環
境
部

自
然
環
境
課

福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
－
1

福
井
県
庁

910－
8580

0776（
20）

0306

福
井
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

福
井
市
松
本
3
丁
目
1
6
－
1
0

福
井
合
同
庁
舎

910－
8555

0776（
21）

0010

坂
井
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

坂
井
市
三
国
町
水
居
1
7
－
4
5

坂
井
合
同
庁
舎

913－
8511

0776（
82）

2800

奥
越
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

大
野
市
友
江
1
1
－
1
0

奥
越
合
同
庁
舎

912－
0016

0779（
65）

1280

丹
南
農
林
総
合
事
務
所

林
業
・
木
材
活
用
課

越
前
市
上
太
田
町
4
1
－
5

奥
越
合
同
庁
舎

915－
0882

0778（
23）

4545
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時
間
帯

　
　
午
前
9
時
3
0
分
か
ら
午
後
1
0
時
ま
で

1
2
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

4
か
所

1
3
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
午
前
8
時
か
ら
午
後
1
0
時
ま
で

1
4
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
2
1
年
4
月
1
7
日

1
5
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

　
　
興
課

⑵
　
越
前
市
府
中
一
丁
目
1
3
番
7
号
　
第
2
庁

舎
　
　
　
越
前
市
産
業
環
境
部
商
工
政
策
課

1
6
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間

帯
　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
4
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
午
前
8
時
3
0
分
か
ら
午
後
5
時
3
0
分
ま

で
1
7
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

課

　
福
井
棗
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
3
1
日

に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
佐
藤
　
岩
雄
　
福
井
市
石
橋
町
1－20

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
越
前
店

　
　
越
前
市
瓜
生
町
4
0
字
山
王
7
番
1
　
外
1
8

　
筆
2
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

　
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
取
締
役
　
山
田
　
昇

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
1
番
1
号

3
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
主

な
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

代
表
取
締
役
　
山
田
　
昇

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
1
番
1
号

4
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
平
成
2
1
年
1
2
月
1
8
日

5
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

3
,
3
1
2
.
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル

6
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　

　
　
1
6
4
台

7
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数

　
　
9
6
台

8
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

　
　
2
7
3
.
5
5
平
方
メ
ー
ト
ル

9
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

　
　
3
9
.
0
0
立
方
メ
ー
ト
ル

1
0
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う

者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻
　
午
前
1
0
時

閉
店
時
刻
　
午
後
9
時
4
5
分

1
1
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第

1
8
1
号
）
第
1
0
6
条
第
2
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
組
合
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
無
い
の
に

引
き
続
き
1
年
以
上
そ
の
事
業
を
停
止
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
、
か
つ
、
将
来
の
正
常
な
運
営
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
解
散
命

令
を
行
う
手
続
を
進
め
て
い
る
。
つ
い
て
は
、
こ
れ

に
意
見
が
あ
る
関
係
者
は
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら

1
月
以
内
に
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り

こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
解
散
命
令
の
手
続
中
の
組
合

　
　
企
業
組
合
川
崎
元
禄
堂

代
表
理
事
　
川
崎
　
豊
美

福
井
市
中
央
一
丁
目
5
番
5
号

2
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
福
井
市
大
手
三
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興

　
課

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第

9
1
号
）
第
5
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
3

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
8
条
第
2

項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
4
月
以
内

丹
南
農
林
総
合
事
務
所

丹
南
林
業
・
木
材
活
用
課

丹
生
郡
越
前
町
内
郡
1
4
－
3
6

丹
生
分
庁
舎
（
越
前
町
管
轄
）

916－
0147

0778（
34）

1790

嶺
南
振
興
局
林
業
水
産
部

林
業
・
木
材
活
用
課

小
浜
市
遠
敷
1
丁
目
1
0
1

若
狭
合
同
庁
舎

917－
0297

0770（
56）

2211

嶺
南
振
興
局
二
州
農
林
部

林
業
水
産
課

敦
賀
市
中
央
町
1
丁
目
7
－
4
2

敦
賀
合
同
庁
舎

914－
0811

0770（
22）

0001
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福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
武
藤
　
太
平
　
越
前
町
八
田
新
保
9－14

　
日
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
2

4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
3
1
日
に

役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
近
藤
久
太
夫
　
越
前
市
中
平
吹
町
11 －26

　
〃
　
　
杉
本
　
元
志
　
　
〃
　
中
平
吹
町
74 －9

　
〃
　
　
石
田
　
　
定
　
　
〃
　
四
郎
丸
町
28－13

　
〃
　
　
青
木
　
源
久
　
　
〃
　
妙
法
寺
町
13 －2－1

　
〃
　
　
上
坂
　
迪
夫
　
　
〃
　
千
福
町
7 －15

　
〃
　
　
清
水
　
清
隆
　
　
〃
　
松
森
町
26 －9

　
〃
　
　
岩
田
　
廣
二
　
　
〃
　
上
太
田
町
34 －37

　
〃
　
　
川
端
　
保
郎
　
　
〃
　
新
保
町
19－13

　
〃
　
　
桑
原
　
時
雄
　
　
〃
　
下
四
目
町
7 －37

監
　
事
　
中
村
　
庄
助
　
　
〃
　
四
郎
丸
町
49 －11

　
〃
　
　
山
本
　
俊
栄
　
　
〃
　
松
森
町
24－31

　
〃
　
　
山
口
　
幸
助
　
　
〃
　
下
太
田
町
12 －9

　
池
田
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
2
6
日

に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
宮
本
　
良
雄
　
池
田
町
稲
荷
16 －9

　
〃
　
　
広
田
　
茂
雄
　
　
〃
　
寺
島
15－13

　
〃
　
　
清
水
　
俊
雄
　
　
〃
　
上
荒
谷
11－24

　
〃
　
　
山
口
與
志
郎
　
　
〃
　
東
角
間
33－1

　
〃
　
　
齊
藤
　
惠
治
　
　
〃
　
〃
　
池
上
26－10

　
〃
　
　
古
川
　
和
市
　
　
〃
　
〃
　
池
上
109－7

　
細
呂
木
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
1

2
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
﨑
長
吉
郎
　
あ
わ
ら
市
滝
18 －5

　
〃
　
　
冨
田
毅
矩
男
　
　
〃
　
　
指
中
34 －52

　
〃
　
　
小
林
　
純
一
　
　
〃
　
　
蓮
ヶ
浦
19 －13

　
〃
　
　
青
池
　
重
三
　
　
〃
　
　
滝
27－71－2

　
〃
　
　
小
見
山
信
雄
　
　
〃
　
　
滝
36 －6

　
〃
　
　
佐
藤
　
照
夫
　
　
〃
　
　
柿
原
39 －4

　
〃
　
　
藤
川
　
一
男
　
　
〃
　
　
柿
原
43 －16

　
〃
　
　
玉
木
　
英
夫
　
　
〃
　
　
蓮
ヶ
浦
58 －9－2

　
〃
　
　
杉
田
　
武
雄
　
　
〃
　
　
蓮
ヶ
浦
22－33

　
〃
　
　
森
　
　
達
夫
　
　
〃
　
　
蓮
ヶ
浦
19 －10

　
〃
　
　
吉
川
　
貞
雄
　
　
〃
　
　
細
呂
木
26 －4－1

　
〃
　
　
清
水
喜
美
子
　
　
〃
　
　
橋
屋
26－2

　
〃
　
　
高
井
　
廣
敏
　
　
〃
　
　
桶
山
22 －7－甲

　
〃
　
　
三
上
　
健
作
　
　
〃
　
　
指
中
54 －7－2

　
〃
　
　
山
下
　
敏
博
　
　
〃
　
　
指
中
34 －14

　
〃
　
　
小
坂
　
勇
吉
　
　
〃
　
　
沢
17 －48

監
　
事
　
菅
谷
　
敬
一
　
　
〃
　
　
細
呂
木
25－8

　
〃
　
　
幸
川
　
與
一
　
　
〃
　
　
滝
22 －5

　
〃
　
　
伊
藤
　
　
哲
　
　
〃
　
　
指
中
14－11

　
福
井
宮
崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
6
日

に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
近
藤
　
和
幸
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
57－2

　
〃
　
　
齊
藤
　
道
廣
　
　
〃
　
〃
　
池
上
48－20－2

　
〃
　
　
齊
藤
富
美
男
　
　
〃
　
〃
　
池
上
62－5－乙

　
〃
　
　
近
藤
　
敏
和
　
　
〃
　
〃
　
池
上
26－13

　
〃
　
　
齊
藤
　
武
美
　
　
〃
　
〃
　
池
上
47－21

　
〃
　
　
近
藤
　
尚
二
　
　
〃
　
〃
　
池
上
24－17

　
〃
　
　
近
藤
源
一
郎
　
　
〃
　
〃
　
池
上
23－5

　
〃
　
　
高
橋
　
高
光
　
　
〃
　
〃
　
池
上
21－7

　
〃
　
　
高
橋
　
正
史
　
　
〃
　
〃
　
池
上
19－7

　
〃
　
　
髙
橋
　
誠
行
　
　
〃
　
〃
　
池
上
21－53

　
〃
　
　
田
川
　
正
夫
　
　
〃
　
〃
　
池
上
88－88

監
　
事
　
近
藤
　
儀
憲
　
　
〃
　
〃
　
池
上
24－9－甲

　
〃
　
　
齊
藤
　
惠
治
　
　
〃
　
〃
　
池
上
26－10

　
〃
　
　
古
川
　
和
市
　
　
〃
　
〃
　
池
上
109－7

　
三
国
池
上
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
4
月
1
日

に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
近
藤
　
和
幸
　
坂
井
市
三
国
町
池
上
57－2

　
〃
　
　
齊
藤
　
道
廣
　
　
〃
　
〃
　
池
上
48－22

　
〃
　
　
齊
藤
富
美
男
　
　
〃
　
〃
　
池
上
62－5－乙

　
〃
　
　
齊
藤
　
浩
治
　
　
〃
　
〃
　
池
上
63－6

　
〃
　
　
齊
藤
　
　
耕
　
　
〃
　
〃
　
池
上
27－50

　
〃
　
　
齊
藤
　
文
彦
　
　
〃
　
〃
　
池
上
27－31－2

　
〃
　
　
近
藤
　
敏
則
　
　
〃
　
〃
　
池
上
23－8

　
〃
　
　
高
橋
　
高
光
　
　
〃
　
〃
　
池
上
21－7

　
〃
　
　
高
橋
　
正
史
　
　
〃
　
〃
　
池
上
19－7

　
〃
　
　
近
藤
　
守
人
　
　
〃
　
〃
　
池
上
90－86－2

　
〃
　
　
東
　
　
孝
治
　
　
〃
　
〃
　
池
上
109－16

監
　
事
　
近
藤
源
一
郎
　
　
〃
　
〃
　
池
上
23－5

理
　
事
　
谷
口
　
隆
一
　
福
井
市
白
方
町
13－32

理
　
事
　
畑
下
　
藤
勝
　
福
井
市
石
橋
町
6－3

理
　
事
　
山
下
　
清
臣
　
福
井
市
石
橋
町
6 －10

理
　
事
　
杉
田
　
弘
巳
　
福
井
市
石
新
保
町
19－15

理
　
事
　
阿
部
　
茂
昭
　
福
井
市
浜
島
町
7 －43

理
　
事
　
船
谷
　
　
茂
　
福
井
市
白
方
町
44－16

理
　
事
　
小
林
　
孝
行
　
福
井
市
白
方
町
13 －10

理
　
事
　
西
口
　
喬
二
　
福
井
市
白
方
町
12－9

監
　
事
　
林
　
　
栄
治
　
福
井
市
石
橋
町
9 －2

監
　
事
　
米
屋
　
敏
夫
　
福
井
市
白
方
町
11 －17 

　
福
井
棗
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
4
月
1
日
に

役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 

理
　
事
　
西
口
　
喬
二
　
福
井
市
白
方
町
12－9

理
　
事
　
小
林
　
秀
嗣
　
福
井
市
白
方
町
10 －25

理
　
事
　
畑
下
　
藤
勝
　
福
井
市
石
橋
町
6 －3

理
　
事
　
林
　
　
栄
治
　
福
井
市
石
橋
町
9－2

理
　
事
　
松
濱
　
一
男
　
福
井
市
石
橋
町
6 －51

理
　
事
　
杉
田
　
弘
巳
　
福
井
市
石
新
保
町
19 －15

理
　
事
　
山
脇
　
長
雄
　
福
井
市
浜
島
町
7 －5

理
　
事
　
船
谷
　
重
則
　
福
井
市
白
方
町
13 －2

理
　
事
　
渡
邊
　
　
勝
　
福
井
市
白
方
町
10－29

監
　
事
　
佐
藤
　
岩
雄
　
福
井
市
石
橋
町
1 －20

監
　
事
　
内
田
　
新
治
　
福
井
市
白
方
町
13－24

　
三
国
池
上
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
3
1

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日
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都
市
施
設
（
道
路
）

　
⑵
　
名
称

　
丹
南
都
市
計
画
道
路
　
3
・
5
・
4
3
号
河

濯
線
、
3
・
4
・
6
3
号
家
久
1
号
線
お
よ
び

3
・
5
・
6
4
号
北
府
1
号
線

2
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
4
3
年
法
律
第
1
0
0
号
）

第
2
1
条
第
2
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
2
1
条
第
2
項
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
2
0
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
都
市
施
設
（
道
路
）

　
⑵
　
名
称

　
福
井
都
市
計
画
道
路
　
3
・
5
・
3
7
号
豊

島
木
田
線

2
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
5
3
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
4
7
年
法
律
第
1
1
7
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
2
条
第
2
項
第
1
号
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「

新
規
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講

習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
5
8
年
国
家
公
安
委
員

監
　
事
　
杉
本
　
元
志
　
　
〃
　
中
平
吹
町
74－9

　
〃
　
　
山
本
　
俊
栄
　
　
〃
　
松
森
町
24 －31

　
〃
　
　
山
口
　
幸
助
　
　
〃
　
下
太
田
町
12－9

　
池
田
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
3
月
2
7
日

に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
入
場
　
治
和
　
池
田
町
月
ヶ
瀬
34 －4－1

　
〃
　
　
山
本
　
信
一
　
　
〃
　
常
安
27－27

　
〃
　
　
前
田
　
泰
郎
　
　
〃
　
板
垣
41 －6－2

　
〃
　
　
山
崎
　
広
美
　
　
〃
　
西
角
間
30 －9

　
〃
　
　
山
崎
　
賢
治
　
　
〃
　
東
俣
66－13

　
〃
　
　
福
田
甚
三
郎
　
　
〃
　
魚
見
85 －17

　
〃
　
　
村
中
　
義
昭
　
　
〃
　
水
海
90 －6

　
〃
　
　
三
ツ
山
明
夫
　
　
〃
　
寺
谷
5 －2

　
〃
　
　
宇
野
　
邦
弘
　
　
〃
　
広
瀬
7 －18－2

　
〃
　
　
松
井
　
隆
雄
　
　
〃
　
清
水
谷
5－8

　
〃
　
　
豊
田
　
修
二
　
　
〃
　
松
ケ
谷
38 －28

監
　
事
　
山
村
　
敏
男
　
　
〃
　
市
27－21－1

　
〃
　
　
堀
口
　
岩
男
　
　
〃
　
藪
田
8 －20

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
4
3
年
法
律
第
1
0
0
号
）

第
2
1
条
第
2
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
2
0
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
越
前
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
2
1
条
第
2
項
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
2
0
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

1
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
〃
　
　
佐
藤
　
秀
幸
　
　
〃
　
新
保
2－4

　
〃
　
　
福
田
甚
三
郎
　
　
〃
　
魚
見
85 －17

　
〃
　
　
村
中
　
義
昭
　
　
〃
　
水
海
90－6

　
〃
　
　
倉
内
　
　
博
　
　
〃
　
山
田
8－4

　
〃
　
　
森
田
　
寛
和
　
　
〃
　
谷
口
31 －18

　
〃
　
　
本
山
　
了
一
　
　
〃
　
清
水
谷
21 －33

　
〃
　
　
豊
田
　
修
二
　
　
〃
　
松
ケ
谷
38－28

監
　
事
　
平
井
　
英
志
　
　
〃
　
稲
荷
34－22－2

　
〃
　
　
村
上
　
　
均
　
　
〃
　
水
海
62 －18

　
福
井
宮
崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
4
月
1
日

に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
中
西
　
弘
一
　
越
前
町
八
田
新
保
2 －41

　
日
野
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第
1
9
5
号
）
第
1
8
条
第
1
6
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
2
1
年
4
月
1
日
に

役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
1
7
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
西
川
　
一
誠

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
近
藤
久
太
夫
　
越
前
市
中
平
吹
町
11 －26

　
〃
　
　
斉
藤
　
　
但
　
　
〃
　
四
郎
丸
町
43－6

　
〃
　
　
石
田
　
多
丸
　
　
〃
　
四
郎
丸
町
40 －10

　
〃
　
　
青
木
　
源
久
　
　
〃
　
妙
法
寺
町
13－2－1

　
〃
　
　
上
坂
　
迪
夫
　
　
〃
　
千
福
町
7－15

　
〃
　
　
小
泉
　
　
博
　
　
〃
　
常
久
町
1－10－1

　
〃
　
　
久
野
　
義
捷
　
　
〃
　
上
太
田
町
34－33

　
〃
　
　
桑
原
　
時
雄
　
　
〃
　
下
四
目
町
7－37

　
〃
　
　
川
端
　
保
郎
　
　
〃
　
新
保
町
19－13

公
安
委
員
会
告
示
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格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し

た
後
、
継
続
し
て
1
年
以
上
当
該
警
備
業
務

に
従
事
し
て
い
る
者

4
　
受
講
申
込
み
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
平
成
2
1
年
5
月
1
8
日
か
ら
平
成
2
1
年

5
月
2
2
日
ま
で
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時

ま
で
の
間
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す

る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、

郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込

書
（
申
請
前
6
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

無
背
景
の
縦
4
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
3
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
1
枚
を
は
り
付
け
る

こ
と
。
）　
1
通

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
3
⑴
ア
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に

係
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証

明
書
」
と
い
う
。
）　
1
通

　
　
　
　
b
　
履
歴
書
　
1
通

　
　
　
イ
　
上
記
3
⑴
イ
に
該
当
す
る
者

　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
1
級
検
定
合
格

証
明
書
の
写
し
　
1
通

　
　
　
ウ
　
上
記
3
⑴
ウ
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
2
級
検
定
合

　
格
証
の
写
し
　
1
通

b
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
1
通

　
　
　
エ
　
上
記
3
⑴
エ
に
該
当
す
る
者

　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
1
級
検
定
合

格
証
の
写
し
　
1
通

て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後

、
継
続
し
て
1
年
以
上
2
号
警
備
業
務
に
従

事
し
て
い
る
者

エ
　
検
定
規
則
附
則
第
3
条
の
規
定
よ
る
廃
止

前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
6
1
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
5
号
。

以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
1
条

第
2
項
に
規
定
す
る
1
級
の
検
定
（
2
号
警

備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
1

級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者

オ
　
旧
検
定
規
則
第
1
条
第
2
項
に
規
定
す
る

2
級
の
検
定
（
2
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
「
旧
2
級
検
定
」
と
い
う
。

）
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に

合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
1
年
以
上
2
号
警

備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
2
号
警

備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任

者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講

習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ア
　
最
近
5
年
間
に
2
号
警
備
業
務
に
係
る
警

備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
3
年

以
上
で
あ
る
者

イ
　
1
級
検
定
（
2
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者

ウ
　
2
級
検
定
（
2
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
1
年
以

上
2
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

エ
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
1
級
検
定
に
合

格
し
た
者

オ
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
2
級
検
定
に
合

会
規
則
第
2
号
）
第
6
条
に
基
づ
く
法
第
2
2
条
第

2
項
第
1
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

講
習
（
以
下
「
追
加
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
松
本
　
幸
太
郎

1
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
講
習
の
種
別

　
、
実
施
期
間
お
よ
び
定
員

 　
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

2
　
実
施
場
所

　
福
井
市
春
山
1
丁
目
7
番
3
号
　
染
織
会
館
5

階
会
議
室

3
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ア
　
最
近
5
年
間
に
2
号
警
備
業
務
に
従
事
し

た
期
間
が
通
算
し
て
3
年
以
上
で
あ
る
者

イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
1
7
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
2
0
号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
4
条

に
規
定
す
る
1
級
の
検
定
（
2
号
警
備
業
務

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
1
級
検
定
」

と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
2
3
条
第
4
項
の

合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い

う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

ウ
　
検
定
規
則
第
4
条
に
規
定
す
る
2
級
の
検

定
（
2
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
「
2
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合

格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

講
習
の
種
別

実
施
期
間

定
員

法
第
2
条
第
1
項
第
2
号
に
規

定
す
る
警
備
業
務

新
規
取
得
講
習
平
成
2
1
年
7
月
　
6
日
（
月
）
か
ら

平
成
2
1
年
7
月
1
3
日
（
月
）
ま
で

2
0
名

追
加
取
得
講
習
平
成
2
1
年
7
月
　
9
日
（
木
）
か
ら

平
成
2
1
年
7
月
1
3
日
（
月
）
ま
で
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5
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画

課
電
話
0
7
7
6
－
2
2
－
2
8
8
0
（
内
線
3

0
4
4
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

6
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
本
講
習
は
、
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了

考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た

と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

　
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
2
1
年
勅
令
第

4
7
8
号
）
第
4
条
お
よ
び
労
働
委
員
会
規
則
（
昭

和
2
4
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
1
号
）
第
6
8

条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
県
労
働
委
員
会
あ

っ
せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
1
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
労
働
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
中
山
　
義
壽

　
　
　
オ
　
上
記
3
⑴
オ
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
2
級
検
定

　
合
格
証
の
写
し
　
1
通

b
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
1
通

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
3
⑵
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
a
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
1
通

　
　
　
　
b
　
履
歴
書
　
1
通

　
　
　
　
c
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
1
通

　
　
　
イ
　
上
記
3
⑵
イ
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
1
級
検
定
合

　
格
証
明
書
の
写
し
　
1
通

b
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
1
通

　
　
　
ウ
　
上
記
3
⑵
ウ
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
2
級
検
定
合

　
格
証
の
写
し
　
1
通

b
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
1
通

c
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
1
枚

　
　
　
エ
　
上
記
3
⑵
エ
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
1
級
検
定

　
合
格
証
の
写
し
　
1
通

b
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
1
枚

　
　
　
オ
　
上
記
3
⑵
オ
に
該
当
す
る
者

a
　
2
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
2
級
検
定

　
合
格
証
の
写
し
　
1
通

b
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
1
通

c
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
1
枚

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
3
8
,
0
0
0
円

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
1
4
,
0
0
0
円

　
に
相
当
す
る
福
井
県
証
紙
を
警
備
員
指
導
教

育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
に
は
り
付
け
る
こ

と
。
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還

し
な
い
。

労
働
委
員
会
公
告

氏
　
　
名

閲
　
　
歴

中
山
　
義
壽

高
田
　
洋
子

円
居
　
愛
一
郎

湯
川
　
勢
津
子

山
川
　
均

吉
田
　
哲
夫
　

山
岸
　
克
司
　

宮
﨑
　
伸
介

福
井
県
立
大
学
経
済
学
部
名
誉
教

授福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
教
授

弁
護
士

特
定
社
会
保
険
労
務
士

弁
護
士

福
井
県
労
働
者
福
祉
協
議
会
副
会

長日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
福
井
県

連
合
会
事
務
局
長

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
福
井
県
支
部

田
中
　
一
　
　

　牧
野
　
恭
英

米
澤
　
賢
治
　

　清
川
　
忠

本
多
　
惠
公

坪
田
　
雅
一
　

黒
田
　
一
郎

支
部
長

電
機
連
合
福
井
地
方
協
議
会
事
務

局
長
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
労
働
組
合
北

陸
地
方
本
部
書
記
次
長

敦
賀
海
陸
運
輸
株
式
会
社
専
務
取

締
役
清
川
メ
ッ
キ
工
業
株
式
会
社
代
表

取
締
役
社
長

セ
ー
レ
ン
株
式
会
社
顧
問

福
井
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

ア
イ
テ
ッ
ク
株
式
会
社
代
表
取
締

役
社
長
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平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
印　

刷　
発
行
人　

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　

福　

井　

県

平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
発　

行　
印
刷
人　

〒
九
一
〇
―
〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
53
六
三
〇
〇




